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狭
あ
い
道
路
拡
幅
整
備
事
業
と
は

狭
あ
い
道
路
と
は
、
一
般
の
通
行
に
使
用

さ
れ
て
い
て
建
物
が
建
ち
並
ん
で
い
る
、
幅

4
メ
ー
ト
ル
未
満
の
道
路
の
こ
と
で
す
。

こ
の
事
業
は
、
道
路
の
幅
を
4
メ
ー
ト
ル

以
上
確
保
で
き
る
よ
う
、
狭
い
道
路
に
面
し

た
土
地
の
所
有
者
に
、
門
や
塀
な
ど
を
移
設

（
所
有
者
負
担
）
し
て
い
た
だ
き
、
そ
れ
に

よ
っ
て
生
じ
た
土
地
（
後
退
用
地
）
を
市
が

整
備
し
、
道
路
の
幅
を
広
げ
て
い
く
事
業
で

す
。

事
業
の
実
績（
令
和
5
年
11
月
末
現
在
）

事
前
協
議
件
数
／
3
0
2
2
件

拡
幅
整
備
し
た
道
路
／
約
46
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

こ
ん
な
と
き
は
事
業
を
行
い
ま
す

【
狭
あ
い
道
路
に
接
す
る
敷
地
で
、
建
物
の

新
築
や
増
改
築
を
す
る
場
合
】

建
築
確
認
申
請
を
提
出
す
る
前
に
、
建
築

主
と
市
が
、
拡
幅
整
備
の
方
法
や
用
地
の

管
理
方
法
・
助
成
内
容
に
つ
い
て
事
前
協

議
を
行
い
ま
す
。

【
狭
あ
い
道
路
に
接
す
る
敷
地
の
地
権
者
が
、

新
築
や
増
改
築
を
せ
ず
に
、
道
路
拡
幅
を

希
望
す
る
場
合
】

道
路
を
拡
幅
す
る
前
ま
で
に
、
地
権
者
と

市
が
事
前
協
議
を
行
い
ま
す
。

【
狭
あ
い
道
路
の
連
続
し
た
区
間
（
交
差
点

か
ら
交
差
点
ま
で
）
を
一
体
的
に
拡
幅
整

備
す
る
こ
と
に
地
域
の
皆
さ
ん
の
協
力
が

得
ら
れ
た
場
合
】

地
権
者
の
代
表
と
市
が
事
前
協
議
を
行
い

ま
す
。

拡
幅
整
備
へ
の
助
成
を
し
ま
す

後
退
用
地
を
市
に
寄
附
し
て
い
た
だ
け
る

場
合
に
は
、
後
退
用
地
内
に
あ
る
門
や
塀
な

ど
を
取
り
除
く
費
用
や
、
新
設
費
用
の
一
部

を
助
成
し
ま
す
。

火
災
予
防
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

第
38
代
か
ぐ
や
姫
ク
イ
ー
ン
松
本
ゆ
な
さ

ん
に
一
日
消
防
長
を
委
嘱
し
、
富
士
市
防
火

協
会
員
と
と
も
に
、
火
災
予
防
運
動
に
関
す

る
広
報
活
動
を
行
い
ま
す
。

と

き
／
3
月
3
日
（
日
）　
9
〜
12
時

（
グ
ッ
ズ
配
布
終
了
ま
で
）

と
こ
ろ
／
富
士
市
消
防
防
災
庁
舎
前
及
び
イ

オ
ン
タ
ウ
ン
富
士
南

内

容
／

•
消
防
防
災
庁
舎
前
で
、
は
し
ご
車
乗
車
体

験
、
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー
の
見
学

•
イ
オ
ン
タ
ウ
ン
富
士
南
で
、
一
日
消
防
長

委
嘱
状
交
付
、
幼
年
消
防
ク
ラ
ブ
員
の
演

技
、
消
防
音
楽
隊
の
演
奏
と
カ
ラ
ー
ガ
ー

ド
隊
演
技
、
火
災
予
防
啓
発
グ
ッ
ズ
配
布

狭き
ょ
う

あ
い
道
路
拡
幅
整
備
事
業

安
全
で
快
適
な
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

春
季
火
災
予
防
運
動

〜
火
を
消
し
て　
不
安
を
消
し
て　
つ
な
ぐ
未
来
〜

建
築
土
地
対
策
課
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市
内
に
は
、
狭
い
道
路
が
ま
だ
多
く
あ
り
ま
す
。
狭
い
道
路
は
救
急
車
や

消
防
車
が
入
り
に
く
く
、
住
環
境
や
防
災
上
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。

3
月
1
〜
7
日
は
、
春
季
火
災
予
防
運
動
で
す
。
住
宅
用
火
災
警
報
器
の

設
置
・
維
持
管
理
、
家
庭
内
で
の
火
の
使
用
や
電
化
製
品
の
取
扱
い
に
つ

い
て
、
今
一
度
確
認
し
ま
せ
ん
か
。

問 合 せ

問 合 せ

▲ 詳しくは
こちら

▲ 詳しくは
こちら

お知らせ

お知らせ

拡幅前

拡幅後

住
宅
用
火
災
警
報
器
を

設
置
し
ま
し
ょ
う

全
て
の
住
宅
の
寝
室
、
階
段
（
寝
室

が
1
階
以
外
に
あ
る
場
合
）
に
、
住
宅

用
火
災
警
報
器
を
設
置
す
る
こ
と
が
、

市
火
災
予
防
条
例
で
義
務
づ
け
ら
れ
て

い
ま
す
。

火
災
時
に
き
ち
ん
と
作
動
す
る
よ
う
、

定
期
的
に
警
報
音
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

消
防
職
員
が
住
宅
用
火
災
警
報
器
の

取
付
け
、
取
替
え
を
支
援
し
ま
す

住
宅
用
火
災
警

報
器
を
購
入
し
た

が
、
取
り
付
け
る

こ
と
が
困
難
な
高

齢
者
世
帯
な
ど
を
対
象
に
、
消
防
職
員

が
家
庭
を
訪
問
し
て
取
付
け
ま
た
は
取

替
え
を
手
伝
い
ま
す
。

対

象
／
65
歳
以
上
の
人
の
み
で
構
成

さ
れ
て
い
る
世
帯
、
ま
た
は
支
援
す
る

必
要
が
あ
る
と
消
防
長
が
認
め
る
世
帯

▲ 詳しくは
こちら

▲ 昨年の様子




